
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海水に触れて電圧を発生する固体型の電極と、前記固体型の電極の間に発生する電極間
電圧を増幅する差動アンプと、 前記固体型の電極に発生するドリフト
電圧が発生してから無くなるまでの収れん時間が設定された時限遅動回路と、を備えるこ
とを特徴とする電界センサ。
【請求項２】
　海水に触れて電圧を発生する複数個の塩素イオン固体膜電極と、前記複数個の塩素イオ
ン固体膜電極の間に発生する電極間電圧を増幅する差動アンプと、 前
記複数個の塩素イオン固体膜電極の間に発生するドリフト電圧が発生してから無くなるま
での収れん時間が設定された時限遅動回路と、を備えることを特徴とする電界センサ。
【請求項３】
前記時限遅動回路が、海水を感知すると時間をカウントし、前記収れん時間が経過した後
に、前記差動アンプが出力する信号を外部に出力させる接点信号を送出することを特徴と
する請求項１または２記載の電界センサ。
【請求項４】
前記時限遅動回路が、海水によって短絡される２つの接点を備えることを特徴とする請求
項１または２記載の電界センサ。
【請求項５】
前記時限遅動回路が、海水を感知するとタイマを作動させ、前記タイマに予め設定された
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前記収れん時間が経過した後に、前記差動アンプが出力する信号を外部に出力させる接点
信号を送出することを特徴とする請求項１または２記載の電界センサ。
【請求項６】
前記差動アンプが出力する信号の値が、予め設定された閾値よりも大きい場合は電界検出
信号を出力することを特徴とする請求項１または２記載の電界センサ。
【請求項７】
　電界センサの缶体に一定の距離をとって配置された複数個の塩素イオン固体膜電極と、
前記複数個の塩素イオン固体膜電極の間に発生する電極間電圧を増幅し受信信号として出
力する差動アンプと、海水に曝される２つの接点が海水によって短絡されると時間をカウ
ントし、 リフト
電圧の 収れん時間が経過した後に、前記差動アンプが出力する前記受信信
号を外部に出力させる接点信号を出力する時限遅動回路と、前記時限遅動回路が出力する
前記接点信号を受けて、前記差動アンプが出力する前記受信信号を外部に出力させるよう
に動作するスイッチと、前記スイッチが送出する前記受信信号が所定の閾値以上になると
、電界検出信号を出力する検出器と、を備えることを特徴とする電界センサ。
【請求項８】
前記差動アンプが、船舶のモータや発電機の電源周波数に中心周波数が設定されたバンド
パスフィルタと、前記バンドパスフィルタからの出力を検波する検波回路と、をさらに備
えていることを特徴とする請求項２または７記載の電界センサ。
【請求項９】
前記複数個の塩素イオン固体膜電極が、それぞれ等しい面積であることを特徴とする請求
項２または７記載の電界センサ。
【請求項１０】
前記複数個の塩素イオン固体膜電極の間の距離が、可変できることを特徴とする請求項２
または７記載の電界センサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、海底に敷設し海上を航行・通過する船舶を検出するための電界検出手段を備え
、特に固体膜電極を用いて船舶を検出する電界センサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の技術による電界センサは、その電極に塩化銀電極を使用していた。図４（ａ）、（
ｂ）、（ｃ）は、ＪＩＳ－Ｋ－０１２２に示される従来の標準的な塩化銀電極の構造であ
る。この標準的な塩化銀電極は、導電線９１、ガラス、エポキシ樹脂等の支持管９２、銀
ー塩化銀電極等の参照電極９３、内部液９４、ガラス膜、固体膜、液膜等で成るイオン感
応膜９５、隔膜型電極の内部液９６、セラミックス等の多孔質板９７を構成要素として備
えている。
【０００３】
従来の電極は、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示されるように内部液９４または隔膜型電
極の内部液９６を使用する円筒構造であり、耐水圧を確保するためにはコンペンセータを
付加することで海水と内部液の圧力平衡をとる必要がある。また、従来の電極は、外観構
造において、電界センサ缶体から突出しており敷設作業等での取り扱いを難しくしていた
。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の技術による電界センサには塩化銀電極を使用しており、次のような課題を持ってい
た。
【０００５】
第１の課題は、内部液が存在する立体的な構造のため、従来技術による電界センサは、電
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界センサ缶体から突き出すような構造となり、敷設作業の際に取り扱いが不便であり、こ
の電界センサ缶体から突き出すような構造を解消することである。
【０００６】
第２の課題は、内部液を定期的に交換する整備作業を必要としており、この整備作業を無
くすことである。
【０００７】
第３の課題は、耐水圧を高めるために採用している内部液との圧力平衡をとるためコンペ
ンセータなどの耐圧方式のため、複雑な構造となることを解消することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に係わる電界センサの発明は、海水に触れて電
圧を発生する固体型の電極と、 前記固体型の電極の間に発生する電極
間電圧を増幅する差動アンプと、前記固体型の電極に発生するドリフト電圧が発生してか
ら無くなるまでの収れん時間が設定された時限遅動回路と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項２に係わる電界センサの発明は、海水に触れて電圧を発生する複数個の塩
素イオン固体膜電極と、前記複数個の塩素イオン固体膜電極の間に発生する電極間電圧を
増幅する差動アンプと、 前記複数個の塩素イオン固体膜電極の間に発
生するドリフト電圧が発生してから無くなるまでの収れん時間が設定された時限遅動回路
と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
さらに、請求項３に係わる電界センサの発明は、前記請求項１または２記載の前記時限遅
動回路が、海水を感知すると時間をカウントし、前記収れん時間が経過した後に、前記差
動アンプが出力する信号を外部に出力させる接点信号を送出することを特徴とする。
【００１１】
さらに、請求項４に係わる電界センサの発明は、前記請求項１または２記載の前記時限遅
動回路が、海水によって短絡される２つの接点を備えることを特徴とする。
【００１２】
さらに、請求項５に係わる電界センサの発明は、前記請求項１または２記載の前記時限遅
動回路が、海水を感知するとタイマを作動させ、前記タイマに予め設定された前記収れん
時間が経過した後に、前記差動アンプが出力する信号を外部に出力させる接点信号を送出
することを特徴とする。
【００１３】
さらに、請求項６に係わる電界センサの発明は、前記請求項１または２記載の前記差動ア
ンプが出力する信号の値が、予め設定された閾値よりも大きい場合は電界検出信号を出力
することを特徴とする。
【００１４】
　さらに、請求項７に係わる電界センサの発明は、電界センサの缶体に一定の距離をとっ
て配置された複数個の塩素イオン固体膜電極と、前記複数個の塩素イオン固体膜電極の間
に発生する電極間電圧を増幅し受信信号として出力する差動アンプと、海水に曝される２
つの接点が海水によって短絡されると時間をカウントし、

リフト電圧の 収れん時間が経過
した後に、前記差動アンプが出力する前記受信信号を外部に出力させる接点信号を出力す
る時限遅動回路と、前記時限遅動回路が出力する前記接点信号を受けて、前記差動アンプ
が出力する前記受信信号を外部に出力させるように動作するスイッチと、前記スイッチが
送出する前記受信信号が所定の閾値以上になると、電界検出信号を出力する検出器と、を
備えることを特徴とする。
【００１５】
さらに、請求項８に係わる電界センサの発明は、前記請求項２または７記載の前記差動ア
ンプが、船舶のモータや発電機の電源周波数に中心周波数が設定されたバンドパスフィル
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タと、前記バンドパスフィルタからの出力を検波する検波回路と、をさらに備えているこ
とを特徴とする。
【００１６】
さらに、請求項９に係わる電界センサの発明は、前記請求項２または７記載の前記複数個
の塩素イオン固体膜電極が、それぞれ等しい面積であることを特徴とする。
【００１７】
さらに、請求項１０に係わる電界センサの発明は、前記請求項２または７記載の前記複数
個の塩素イオン固体膜電極の間の距離が、可変できることを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）本発明は、海底に敷設し、航行する船舶が放射する電界を電極を用
いて検出する電界センサにおいて、特に電極として内部液を用いない塩素イオン固体膜電
極（つまり、固体型の電極）を使用することを特徴としている。さらに、本発明の電界セ
ンサは、電極が海水と馴染むまでに発生する電圧ドリフトによる誤作動を除去する時限遅
動回路を有することを特徴とする。
【００１９】
（第１の実施の形態の構成の説明）次に、本発明の第１の実施の形態の構成について図面
を参照して詳細に説明する。図１は本発明の電界センサに係る塩素イオン固体膜電極によ
る第１の実施の形態を示すブロック図、図２は本発明の電界センサに係る塩素イオン固体
膜である。
【００２０】
船舶２では船体の腐食を防止するために電気防蝕装置１を搭載している。電気防蝕装置１
のアノード１１とカソード１２間には船体の腐食を発生させる電位を打ち消す電圧が印加
されており、アノード１１とカソード１２間には海水中に電流が流れている。電解溶液で
ある海水の中では船舶２から放射される電界２１による電流は、イオンの等価な移動とな
っている。
【００２１】
塩素イオン固体膜電極３１、３２は、ＡｇＣｌ、Ａｇ２Ｓの難溶性銀塩の沈殿を加圧形成
または、焼結した感応膜であり、内部液を用いていない。塩素イオン固体膜電極３１、３
２の間には、塩素イオン量に応じた電圧が発生する。特に本発明の電界センサ７では筐体
となる電界センサ缶体７１に一定の距離をとり二つの塩素イオン固体膜電極３１、３２が
配置されている。
【００２２】
電界２１による塩素イオンの移動で、塩素イオン固体膜電極３１、３２では、電極間距離
による塩素イオン量の差が生じ、塩素イオン量の差による電極間電圧（Ｖｉｎ）３０１が
発生する。電極間電圧（Ｖｉｎ）３０１は電極間距離を広げるとともに塩素イオン量の差
が大きくなるため、増加し、検出感度は向上する。
【００２３】
　図２は塩素イオン固体膜電極３１、３２の構造図である。塩素イオン固体膜電極３１、
３２は、ポリアセタール系の樹脂台３０２により固定されており、導電線３００１、３０
０２により差動アンプ４に接続されている。また、塩素イオン固体膜電極３１、３２は、
同一の感度を有するように等面積となっている。塩素イオン固体膜電極３１、３２は、海
水に た時点では海水とのなじみがとれておらず（つまり、塩素イオン固体膜電極３１
、３２の表面にある気泡や埃などの異物が付着しており、塩素イオン固体膜電極３１、３
２の表面と海水とが安定して接していない状態）、電極間電圧（Ｖｉｎ）３０１にはドリ
フト電圧が発生する。このドリフト電圧は時間と共に減少し、塩素イオン固体膜電極３１
、３２と海水のなじみがとれる（つまり、塩素イオン固体膜電極３１、３２の表面と海水
とが安定して接する状態）と無くなる。
【００２４】
差動アンプ４は、塩素イオン固体膜電極３１、３２の間に発生した電極間電圧（Ｖｉｎ）
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３０１を増幅し、受信信号４０１として出力する。
【００２５】
時限遅動回路５は、電界センサ７が海水中に入り、接点５１、５２（海水感知センサ）が
海水で短絡されると時間をカウントし、予め設定されたドリフト電圧の収れん時間（つま
り、ドリフト電圧が発生してから無くなるまでの時間）が経過した後に接点信号５３を出
力し、この接点信号５３によってスイッチ６を閉じ（スイッチ６をオンにする）、受信信
号４０１を検出器８に出力することでドリフト電圧による誤検出を防ぐことができる。ま
た、接点５１、５２（海水感知センサ）が海水で短絡されると、タイマが作動し、予め設
定されたドリフト電圧の収れん時間が経過した後に接点信号５３を出力させることもでき
る。
【００２６】
検出器８は、受信信号４０１が閾値（ＲＥＦ）８０２以上になった場合に検出信号８１（
電界検出信号）を出力する。
【００２７】
（第１の実施の形態の動作の説明）次に図１を参照して、本発明の第１の実施の形態の動
作について説明する。
【００２８】
電界センサ７は、海中に敷設されるとともに、時限遅動回路５の接点５１、５２が海水で
短絡され、時限遅動回路５は時間カウントを実施する。時限遅動回路５には、塩素イオン
固体膜電極３１、３２のドリフト電圧が収れんする時間が設定されており、電極間電圧（
Ｖｉｎ）３０１にドリフト電圧が無くなった後に、接点信号５３を出力し、スイッチ６を
閉じる。
【００２９】
海面を通過する船舶２の電気防蝕装置１では船体の腐食を防ぐためにアノード１１とカソ
ード１２間に防蝕電圧を印加しており、海水中に電界２１が発生している。
【００３０】
この電界２１により塩素イオンの移動が発生、塩素イオン固体膜電極３１、３２間には塩
素イオン量の差による電極間電圧（Ｖｉｎ）３０１が発生する。
【００３１】
電極間電圧（Ｖｉｎ）３０１は、差動アンプ４で増幅され受信信号４０１として出力され
る。
【００３２】
電界センサ７は、海底に敷設され、電極が海水となじむ時間が既に経過しているため、時
限遅動回路５によりスイッチ６は閉じられており、受信信号４０１は検出器８へ出力され
る。
【００３３】
受信信号４０１が閾値（ＲＥＦ）８２よりも大きい場合は検出信号８１を発生し、通過す
る船舶２を検出できる。この閾値（ＲＥＦ）８２は、例えば、誤作動を防ぐことも考慮し
て、周囲ノイズレベルより大きくなるようマージンを含んで設定される。
【００３４】
次に、以上説明した塩素イオン固体膜電極を用いた電界センサ７の特性について、図３を
用いて説明する。図３は、本発明の電界センサに係る塩素イオン固体膜電極と塩化銀電極
による一定電界下での感度差を示す図である。図３において、実線は、塩素イオン固体膜
電極による電極間距離（ｃｍ）と電極間電圧（ｍｖ）との関係を示し、破線は、塩化銀電
極による電極間距離（ｃｍ）と電極間電圧（ｍｖ）との関係を示している。一定電界下に
おいて電極間距離（ｃｍ）を広げて、電極間に発生する電極間電圧（ｍｖ）を計測したも
のであるが、同じ電極間距離の場合塩素イオン固体膜電極の方が発生する電極間電圧が数
倍も高いことが読みとれる。つまり、塩素イオン固体膜電極の方が検出感度が高いことが
わかる。この電極間距離が大きくなると電極間電圧も大きくなることから、本発明の電界
センサは、電極間距離を調整（可変）することによって、検出感度を増減することが可能
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である。
【００３５】
従来の電界センサでは電極として電気防蝕の計測に使用される参照電極のような塩化銀電
極が採用されてきた。塩化銀電極は海水中で電流が流れる際に、電極間に存在する海水の
導体抵抗に発生する電位差を検出する方式であるが、塩化銀電極方式に対して塩素イオン
固体膜電極方式の方が検出感度が高い点でも有利である。
【００３６】
（第２の実施の形態）次に、第２の実施の形態について図１を参照して説明する。電気防
蝕装置１を搭載していない船舶２においても、動力源であるモータや発電機から船体やア
ースを通じて回転数や電源周波数に応じて、電界２１に相当する交流の電界が発生してい
る。
【００３７】
このような交流の電界も図１のブロック図の差動アンプ４にバンドパスフィルタ及び検波
回路を追加することで検出が可能であり、以下に動作を説明する。
【００３８】
交流の電界信号も電気防蝕装置１の電界２１と同じく、塩素イオン固体膜電極３１、３２
で交流電圧Ｖｉｎとして検出される。交流電圧Ｖｉｎは差動アンプ４で増幅され、バンド
パスフィルタに入力される。バンドパスフィルタはモータの回転数や交流発電機の電源周
波数に中心周波数が設定されており、このバンドパスフィルタを通すことでノイズ成分を
除去した受信信号４０１になる。受信信号４０１は検波回路で検波され、直流信号として
検出器８に出力され、閾値（ＲＥＦ）８２と比較され、検波値が閾値（ＲＥＦ）８２を超
えた場合は検出信号８１が出力され、船舶２が検出される。
【００３９】
尚、本発明は上記し、且つ、図面に示す実施の形態に限定することなく、その要旨を変更
しない範囲内で適宜変形して実施し得るものである。例えば、本実施の形態では、海上を
航行する船舶２をあげたが、電界２１を放射する物体（水中航走体など）であれば、本発
明の電界センサ７で検出することが可能である。
【００４０】
【発明の効果】
本発明では電極として塩素イオン固体膜電極の使用と電極が海水になじむまでの時限遅動
回路を有することを特色としており、以下に述べる効果がある。
【００４１】
第１の効果は、検出感度が向上することである。その理由は、従来の電界センサでは電極
として電気防蝕の計測に使用される参照電極のような塩化銀電極が採用されてきたが、こ
の塩化銀電極方式に対して塩素イオン固体膜電極方式の方が検出感度が高いためである。
【００４２】
第２の効果は、耐圧性が高く、取り扱いが簡単なことである。その理由は、従来の電極は
、内部液を使用する円筒構造であり、耐水圧を確保することはコンペンセータを付加する
ことで海水と内部液の圧力平衡をとる必要があるが、塩素イオン固体膜電極は、これらの
内部液も無く、固体の電極のみのため耐水圧を特別に考慮する必要は無く内部液のメンテ
ナンスも必要ないからである。また、従来の電極は、外観構造において、電界センサ缶体
から突出し敷設作業等での取り扱いを難しくしていたが、本発明の電界センサで用いる塩
素イオン固体膜電極は、電界センサ缶体からの突出しも無い状態で取り付けが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電界センサに係る塩素イオン固体膜電極による第１の実施の形態を示す
ブロック図である。
【図２】本発明の電界センサに係る塩素イオン固体膜である。
【図３】本発明の電界センサに係る塩素イオン固体膜電極と塩化銀電極による一定電界下
での感度差を示す図である。
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【図４】標準的な電極構造である。
【符号の説明】
１　　電気防蝕装置
１１　　アノード
１２　　カソード
２　　船舶
２１　　電界
３１、３２　　塩素イオン固体膜電極
３０１　　電極間電圧（Ｖｉｎ）
３０２　　樹脂台
３００１、３００２　　導電線
４　　差動アンプ
５　　時限遅動回路
５１、５２　　接点
５３　　接点信号
６　　スイッチ
７　　電界センサ
７１　　電界センサ缶体
８　　検出器
８１　　検出信号
８２　　閾値（ＲＥＦ）
９１　　導電線
９２　　支持管
９３　　参照電極
９４　　内部液
９５　　イオン感応膜
９６　　隔膜型電極の内部液
９７　　多孔質板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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